
○宝達志水町郵便入札実施要領

（趣旨）

第１条 この告示は、宝達志水町財務規則（平成17年宝達志水町規則第31号。以下、

｢規則｣という。）第127条第2の規定に基づき、本町の郵便による入札（以下｢郵便

入札｣という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（郵便入札の対象となる契約）

第２条 郵便入札の対象となる契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条

第1項に規定する、売買、賃借、請負その他の契約について行う一般競争入札、指

名競争入札又は随意契約により締結する契約のうち、入札公告、指名通知書又は見

積提出通知（以下｢公告等｣という。）において郵便入札と定めたものとする。

（入札書等の郵送）

第３条 郵便入札に参加しようとする者（以下｢入札参加者｣という。）は、入札書そ

の他当該入札の公告等で指定する書類（以下｢入札書等｣という。）を一般書留又は

簡易書留の方法により、公告等において指定する入札日の前日までに入札執行課宛

に到達するよう郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては

持参も認めるものとする。

２ 入札書等を郵送する場合は次のとおりとする。

（１） 中封筒・表封筒の二重封筒とする。

（２） 入札書等を入れた中封筒にあっては、宛名、入札件名及び場所、入札参加者

の商号又は名称を記載するとともに貼り付け部分を入札参加者の使用印（使用印

鑑届で予め使用印として届出がなされた印をいう。）で割印をし、｢入札書｣と明

記のうえ、封かんする。

（３）表封筒にあっては、次に掲げるものを封入し、送付先（入札執行課名等）、入

札件名、入札日、入札参加者の住所及び商号又は名称を記載し、｢入札書在中｣と

朱書きのうえ、郵送するものとする。

ア 前号の中封筒

イ 内訳書等（公告等において入札時に提出する必要がある場合に限る。）

３ 郵便入札に係る費用については、すべて入札参加者の負担とする。

４ 第１項ただし書きにより持参する場合は、表封筒は不要とする。



（入札書等の保管等）

第４条 入札執行課は、入札書等が到達したときは、表封筒を開封して入札書等を封

かんした中封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。

２ 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

（入札の辞退）

第５条 入札参加者が当該入札を辞退するときは、郵送又は持参により入札辞退届を

提出しなければならない。

（開札）

第６条 郵便入札の開札の執行にあたっては、予め指定した日時及び場所において、

当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、開札するものとする。

２ 第１回目の入札で落札者又は落札候補者が決定せず、再度の入札を行う場合は、

入札執行者が別途指定する期限までに入札書を郵送又は持参しなければならない。

３ 開札の結果、落札又は落札候補となるべき同価格の入札をした者が２者以上いる

ときは、くじにより落札者又は落札候補者を決定するものとする。くじの対象とな

る入札参加者がくじを引くことができない場合は、当該入札事務に関係のない職員

がくじを引き、落札者又は落札候補者を決定するものとする。

（入札の延期、中止、取消し）

第７条 町長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正

な行為等により、必要があると認めるときは入札の延期、中止又は入札の取消しを

することができる。

（入札結果の通知）

第８条 入札執行課は、郵便入札により落札者又は落札候補者を決定した場合は、落

札者又は落札候補者に対しその旨を通知するとともに、インターネット等により入

札結果を閲覧に供するものとする。

（異議の申立）

第９条 入札参加者は、郵便事故等により入札書等が期限までに到達しなかったこと

に対し、異議を申し立てることはできないものとする。

（その他）

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和２年１０月２０日から施行する。


